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批
評
と
紹
介

-

f

f

l

龍

議

吹

#

i
i

ど

學

.
、

照
顧
す
ね
^

^

E

I* ;
の
昔
と
な
ぅ
ぬ
、
君
は
炎
®
 

瓶
く
於
如
き
中
を
或
は
內
間
文
庫
に
、
或
は
上
野
の
圖 

書
敝
に
或
は
帝
大
0
史
料
編
築
比
、.|成
は
先
報
諸
氏
を 

訪
問
し
て
如
何
な
る
#

細
の
^g

 
i

r

之
れ
を
洩
さ 

V
ら
ん
乙
t

を
務
め
し
も
の
に
し
て
篤
學
君
の
如
き
士 

. 

を
我
硏
究
會
が
得
た
る
點
に
於
て
余
は
非
常
な
る
感
謝 

の
念
に
堪
へ
ざ
&

も
の
な
6

と
す
。

其
後
君
の
#

力
は
空
し
か
ら
ず
し
て
遂
K

本
著
を
成 

，す
に
至
れ
り
、
想
ふ
に
本
著
の
對
象
犮
る『

無
盡』
其
潘 

は
君
の
所
謂『：

上
は
中
央
都
市
ょ
り
下
は
山
村
水
郭
に

至
る
ま
：で
存
せ
ざ
る
な
き
，

』

も
の
：に
し
て
、
我
國
民
經
濟

.
• 

• 
.

.

. 

' 

: 

• 

,

上
®

も
重
要
な
る
_

を
有
す
る
も
の
な
り
ど
す
而
し 

て
國
E

經
濟
上
、

f

f

i

耍
な
る
意
義
を

^

す

る

『

無
盡』

.の 

硏
究
に
於V

:

君
が
最
も
カ
を
盡
し
た
る
は
之
れ
が
經
濟
:.
; 

史
的
方
面
P

あK
。

可
し
。
斯
ぐ
て
君
ぼ
先
づ
幾
多
の
史

婼

五

號

一

六
o

料
ょ
b

し
て
無
®

及『

た
の
も
し』

が
全
然
我
國
民
生
活 

の
自
然
的
要
求
ょ
b

發

：生

せ

し

も

の

な

-=v
V
J

の
斷
案
を 

下
し
、
次
ぎ
に
君
は
無
謙
の
起
源
に
關
し
て
こ
れ
を
以 

て
賴
母
子V」

同
'1

物
な
^v

:̂
な
す
中
田
說
を
挑
し
後
^
 

、
を
以
て
旣
に
鎌
倉
時
代
に
存
す
と
な
し
而
し
て
こ
れ
を 

證
明
す
る
材
料
と
し
て
高
野
山
文
書
建
治
元
年
十
一
一
月

.
 

,

の
：條
に
於
け
る
.

『

猿
川
眞
國
神
野
三
® '
庄
之
官
謂
文』

中 

の『

押
買
寧
、
押
入
奪
事
ヽ
犯
他
妻
事
ヽ
野
取
馬
牛
事
、 

號
憑
支
乞
取
百
姓
餘
'事』

を
以
て
せ
A

、
之
れ
*

に
賴 

母
子
其
の
漭
の
史
的
硏
究
上
に
於
け
る
偉
大
な
る
發
見 

ど
稱
せ
ざ
る
を
得
ず
。
，次
ぎ
に
君
は
室
町
時
代
，に
於
け 

る
賴
母
子
が
#

ら
寺
院
內
に
行
は
.れ
し
と
な
す
中
田
、

|
尾
竹
兩
氏
の
說
を
排
し1
て
柴
氏
£

共
に
社
寺
の
修
織
、 

參
拜
以
外
に
一
般
消
费
に
供
せ
ら
れ
し
こ
ど
を
主
張
せ 

.
り

o

斯
く
，の
如
き
は
如
何
に
君
が
獨
創
的
見
解
に
富
む 

か

の一

端
を
明
か
-

R

せ
る
も
の
に
し
て
、
同
時
^
本
蜜 

の
，價
値
•
の
如
何
に
.火
な
る
'
や
を
示
す
も
の
な-
 ̂v

•す
。

想
ぶ
.に

『

無
盡』

其

潘

^

就

き

て

は

之

れ

を

前

に

し
 

て
は
尾
竹
、
中
田
、
石
坂
、
柴
諸
氏
■の
硏
究
な
き
に
し 

も
あ
ら
ず
ビ
雖
、
然
か
も
ホ
:*
の
如
く
普
ね
ぐ
一
軚
 ̂

宜
办
て
立
論
ぜ
る

も
の
を
見
ず
、

' 本
著
は
實
に
我
邦

無

 

夢
#

究
溝
R

ヒ
り
て
系
統
的
智
識
?:
與
ふ
る
»*
に
於
て
. 

最
も
大
な
る
貢
献
を
な
す
も
の
だ
る
を
赁
じ
て
疑
は
ざ 

:

る
も
の
^

ト
。
忘
評
多
罪
o
:

(

阿
部
生)

.；

.
田
子
ヾ一 

'.民
著

ッ

『

市

町

村

財

政

の

倉

際

と

其

堙

論

』

.

大
正
.七
年r

「 .

月
：來
京
向
水
社
戮
行 

敬
版
四
评
三
十
三
瓦
姥
倒
金
成
圆
五
拾
錢

本
«*
は
市
町
利
の
財
政
を
中
心
ビ
し
て
.我
地
方
財
政
'
.
. 

の
現
狀
を
明
か
に
し
、其
特
徵
を
論
評
す
る
'ヾ」

典
に
、
其 

:
^
.1
の
改
^

.に
fs
す
る
1
*

.の
1 :
見
5:
被
渥
し
て
*

.に 

間
ふ
の
目
的
を
以
て
著
は
さ
れ
た
る
名
の
で
あ
る
&>
、
 

著
者
田
子
氏
は
多
年
內
務
省
.に
職
を
舉
じ
、
地
方
ナ
よ 

の
览
督
に
»

爽
し
、
最
近
迄
同
猶
地
方
局
の
市
げ
せ
^

.

.

第

十

二

傲(

六
九
九)

'

.:

批

評

と

-
紹

介
、

.

長
を
勤
め
て
居
ら
れ
左
人
で
あ
る
か
ら
、
地
方
自
治
政 

0

の
财
政
關
題
を
翁
述
ず
る
に
.は
幾
多
の
抱
負v

j

充
分 

.

な
る
知
識
ビ
經
驗
^

を
有
せ
>
bる
、
適
任
者
で
あ
る
と 

看
倣
す
こ
^

を
妨
げ
ま
い
と
思
ふO

,
著
.者
は
先
'づ

『

緖
言』

と
し
て
市
町
村
の
事
務
^
業 

j

が
年一

年
ビ
複
雜
多
岐
ヾ

」

爲
ト
、
其
財
政
が
益
々
困
難 

I

と
爲
る
傾
向
を
有
す
る
に
拘
ら
ず
、

一
般
世
人
が
此
問 

I

題
に
、對
し
て
頗
る
冷
淡
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
豫
算
央 

\

a

の
任
に
當
旮
府
縣
會
及
び
市
^
村
會
が
歲
出
の
分
補 

| 

•に
腐
:*
し
或
ば
租
秘
の
輕
減
R

.

i

f拂
ふ
於
、
0 

\

方
則
政
の
根
本
的
硏
梵
を
等
_

に
附
し
て
居
る
>

一
f

f t
D

、
斯
く
の
如
ぐ
此
! ^

题
が
幽
却
さ
れ
て
ゐ
る
の 

一
は
地
方
財
政
の
實
狀
が
明
瞭
：に
趣
解
せ
ら
れ
て
§

ら
Q

 

爲
で
あ
ら
ぅ
と
思
は
れ
る
が

#

杧
、
其
現
況
を
弗
明
に 

說
述
す
る
は
目
下
の
急
務
で
あ
る

e

論
じ
、
.本
書
著
進 

の
動
機
を
明
か

R

し
.て
ゐ
る
。
、次
に
第

.

一
編『

地
方
財 

政
の
特
色』

R

於
て
著
潘
は
地
方
财
政
制
度
の

 

一
®
點 

. 

'

第
，謹

.：.

1

六
一



-
奶

十

ニ

卷(

七
〇
〇)

枇がと、
紐介

V
J

し
て
、
府
縣
乂
は
市
町
村
が一

方
に
於
て
賦
課
し
得 

る
机
税
の
範
_

が
中
央
财
政
の
爲
め
に
或
は
®

食
^
れ 

或
は
制
限
せ
ら
れ
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
ず
、
他
方
に
於
て 

起
偾
權
が
部
幣
に
璐
格
に
抑
制
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
爲
め 

に
、
將
來
に
於
け
る
發
逄V

J
繁
榮V

J

を
期
す
る
に
必
要 

な
•る
經
费
を
調
達
す
る
に
不
便
少
か
ら
ざ
る
乙
と
あ
る 

可
き
を
钳
摘
し
て
ゐ
る
。
又
、
府
縣
の
常
局
漭
は
邶
市
町 

,衬
の
財
政
欠
關
し
て
、
郡
の
當
局
者
は
縣
町
村
の
夫
れ 

に
對
し
て
、
市
町
村
の
常
厨
^
は
府
縣
郡
の
财
政
に
就 

き
て
互
に
冷
淡
な
る
態
度
を
持
し
て
居
る
が
故
に
、
地 

方
財
政
は
谷
級
の
行
政
區
域
間
の
調
和
を
缺
く
こ
と
尠 

く
な
い
。
加
之
著
激
の
意
見
に
摅
れ
ば
、
地
方
行
政
常 

'局
者
は
财
政
上
の
方
針
に
，於
て
諸
種
の
行
褂
或
は
自
己 

の
而
印
签
に
對
す
る
念
處
に
支
配
せ
ら
れ
て
人
民
の
利 

害
休
成
を
閃
却
す
る
の
弊
蜜
が
あ
る
。

01
】

編『

歲
出』

の
部
に
於
て
は
著
^
は
地
方
歲
出
を 

.
®
府
縣
费
、
，

•那
我
、#
區
，

、
町
把
®

に
分
ち
明
治
一

1

十

第
3 £
號
ヾ

、
|

ぶ

，パ
i

し
3

シ
^
^
^

.五
年
以
降
谷
種
の
歲
埤
が
著
じ
く
膨
脹
ぜ
る
狀
姆
を
.明

か
し
、»

ん
で
諸
秫
费
0

の
增
加
«

を
對
照
し
左
る.後
、

各
鋪
の
經
费
を
ば
行
政
费
、
：
敎
育
费
及
び
«
翁
政
览
の

見
地
ょ
り
評
諭
3

.

れ
て
ゐ
る
。
M
^
M
m

出
の
總
額
は

一
明
治
.一
ー
十
五
年
度
に
於
て
四
千
七
评
三
十
八
萬
圆
で
あ

|

つ
^

が
、
大
正
三
年
度
に
は
三
億
千
ニ
百
四
十
三
萬
圓

.
に
激
增
し
た
。
其
中
遒
府
縣
は
ニ
千
三1
1

1

十
三
萬
圆

■

f

1

億

一

音

一

一

十

五

K

I 1
I

に

.、

市
區
费
は
一I

--
0

*

四
十

四
萬
圆
ょ
り
九
千
六
页
〇
六
萬
圓
に
、
町
村
*
は
ニ
千

百
五
十
九
萬
圓
ょ
り一

億
千
四
百
十
二
萬
圆
に
孰
れ
も

\

同
期
間
に
膨
脹
し
た
の
で
あ
る
。
郡
费
も
亦
ニ
十
萬
圆

一

ょ

り

千

五

十

五

萬

1 1
に

增

加

し

た

。

M

に

、

各

*

固

に

j

就
き
て
云
へ
，ば
、
孰
れ
も
增*

を
示
し
て
ゐ
る
が
、
各

其
膨
脹
率
ば
勿
論
二
檫
で
な
い
。
從
つ
て
、
總
歲
出
に

‘
於
け
る
重
要
费
目
の
順
位
は
年
に
依
り
て
多
少
の
異
動

を
呈
し
て
ゐ
る0

例
べ
ば
、
道
府
縣
歲
出
に
於
て
は
明 

S.
1

廿
五
年
度
に
土
木
費
が
第
'

〗

位
.

？警
察
潰
が
第
こ1.

位
、

激
擊
之

.

^
パい

f

t

v法

^

f

v
か
A
蓄

i

^

i

i

E

S

獄
：薇
が
第
3
位
'、.郡
嶺
^.
費
狀
第
四
位
、敎
育
費
が
溶 

五

泣

を

占

め

て

居

つ

た

の

で

ぁ

る

が

、
，
大
正
一
.一
一
年
度
に 

は
土
木
锻
及
び
聲
察
費
は
依
^

と
し
ず
最
初
の」

S

を 

維
持
せ
る
も
、第
三
位
«'
敎
育
费
に
依
0
て

占

め

ら

，
れ

 ヽ

_第

四

位

は®
業

费

、

第

五

位

ば

公

债

«

の
占
む
る
所
ヾ
し 

■S
A

、挪
役
所
费
は
第
六
位
に
下
り
、®
獄
费
は
明
澄
一
一 

十
三
年
國
庫
支
辨
と
爲
り
た
る
が
爲
め
^

消
滅
し
た
？ 

又
、
市
の
财
政
に
於
て
は
明
治
一
+

:&
:

年
度
に
於
け
る 

意
要
#

S
3

の
順
位
は(

第
：一')

敎
育
費
、(

第 
一■ 
一) 

±
ホ
#
、
 

(

箜

5

役
所
费
、(

第
0)

公
偾
费
、
，

(

第
五)

衛
生
*
、

(

第
六)

勸
業
«

で
ぁ
っ
.た
が
、「

大
正
三
年
度
に
は
_

一)

8

费
、
i

1)

衛
生
费
ヽ
：(

第
|ニ)

敎
育
费
、(

第 

四)

.
土
木
*

ヽ： (

第
五)

.役
所
®

、(

第
六)

®
業
費
の
顺 

序

に

變

つ

て

ゐ

る

。

斯

く

の

如

く

，
公

偾

费

が

1
增
し
た 

の
は
m

M
、
大
阪
等
の
大
都
市
に
於
て
7[
|

齋

事

業

'
.
爲
 

め
公
偾
&

^

€
も
杞
結
果
で
ぁ
る
。
敎
育
费
が
§

§• 

に
落
ち
た
の
は
公
«
«
が
急
激
に
膨
脹
せ
し一

影
響
で 

第
十
35 .(

七
〇
一)

批

齚

と

細

介

.'H 、 ,

ぁ

っ

て

、

敎

育

費

が

：嫌

少

し

た

：爲

め

會

は

な

い

？

著
者
は
又
雜
方
財
政
の
整
理
方
法
を
論
じ
、
不
必
要 

の
經
«

を
節
減
す
る
は
可
な
る
も
、事
務
の
澀
滯
、择
業 

の
木
振
を
釀
す
こ
と
を
も
顧
み
ず
歲
出
を
緊
縦

す

る

の

 

無
謀
な
る
鉍
說
き
、
町
村
書
記
.が
頗
る
冷
遇
せ
ら
れ
て 

ゐ
る
狀
態
を
俸
給
の
統
許
を
以
て
立
證
し
、
寧
ろ
即
つ 

て
^

村
史
に
對
し
て
物
質
的
並
：に
織
神
的
の
籐
遇
を
*
 

ふ
る
の
必
要M

る
所
以
を
力
說
し
て
ゐ
る
。

.

第
三
編
ば
歲
入
を
論
題
と
し
て
ゐ
る
が
、
著

者

,3
;

1 

方

歲

入

を

基

本

財

產

收

入

ヽ

公

營

造

物

の

使

用

料

及

び
 

租
视
の
一
一
一
種
に
分
t>
、
®
種

收

入

の

細

目

に

精

細 

な
る
比
較
硏
究
を
試
み
て
ゐ
る
。
又
基
本
财
，產
の
處
S
 

に
就
きV

は
著
*

は
保
存
說
を
採
り
、
公
營
事
業
に
就 

き
て
は
祉
食
政
策
の
見
地
ょ
り
漁
_

に

質

凰

、

農

^

徹
 

村
に
產
婆
、
.
密
集
部
落
に
淡
場
、
貨
長
屋
、
都
市
に
實
：
 

#

診
療
所
、.
無

料

宿

泊

所

、
、
職

業

紹

介

所

、

保

育

所

、 

托
兒
所
等
^

公
亂
ず
蚤
の
み
な
ら
龙
、」

般
營
造
物
の

1

六
三



第
十
ニ'餘

(

七
0

|

1

)

批

評

と

紹
.，介
.

m

M

號

I

六
四

使
用
料
の
決
定
は
經
濟
的
原
則̂

依
ら
す
し
て

’

使

用
.

し
て
本
文
5 :

終
ふ
、
尙
ほ
卷
愿
に
は
.附
錄
ど
し
て
地
方 

,

■

满
の
負
擔
能
カ
を
標
举

g

し
て
之
を
行
ふ
可
き

—

も
の
で
財
政
に
關
す
る
諸
»
銃
計
並
杞
市
町
紂
特
別
税
に
關
す

. 

あ
.

各
と
論
じ
、
稅
制
に
就
き
て
は
戶
數
割
赋
課
の
颇
る
る
條
例
の
拔
萃
を
揭
げ
て
あ
る
。

. 

亂
雜
な

.

る
狀
態
を
指
摘
す
る
ビ
同
時
に
、
税

橄

と

し

て

以

上

は

本

書

’要

點

の一

斑
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が 

は
多
少
の
取
所
あ
ク
ビ
の
理
1±

|

を
以
て
家
屋
稅
を
し
て(

ぐ
地
太
財
政
ド
對
す
る
硏
究
が
未
だ
甚
だ
振
は
ず
し
て
之 

之
に
代
べ
る
を
可
と
爲
す
：の 

ー
ニ
舢
政
學
者
の
說
を
®

一
 

に
關
す
る
著
書
の
寥
々
た
る
今
日
に
於
て
田
子
氏
の
發 

"

し
，
弟
し
全
然
之
に
代
る
可
き
も
の
を
求
む
る
と
せ
ば|

表
せ
し
が
如
き
有
益
な
る
著
述
に
接
す
る
は
吾
人
の
欣 

、寧
ろ
所
得
桃
附
加
税
を
用
价
る
に
如
か
す
と
說
き
、
又

.

一
喜
措
ぐ
能
は
ざ
る
所
で
あ
る
。
唯
二 

ニ
望
揭
的
.の
評
言 

;;
.

各
府
縣
に
於
て
‘

課
す
る
所
謂
雜
種
稅
は
其
稀
目
颇
る
多

j

を
加
ふ
る
ビ
せ
ば
、
歲
入
論
の
部
に
於
て
&
縣
税
の
說 

.

:̂
R

拘
ら
ず
實
收
额
僅
少
な
る

^

以
て
之
が
盤
现
を
行

|

叨
が
比
較
的
細
密
な
る
に
も
拘
ら
す
、
市
町
村
稅
の
說 

,;
:

ふ
の
餘
地
あ
る
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。 

一
述
が
聊
か
龃
略
に
取
扱
は
れ
て
居
り
、
會
計
制
度
、
豫 

,

.

最
後
に
地
方
偾
の

.

總
额
が
明
治
ニ
十
五
年
度
た
は
僅

+

箅
决
^
等
收
說
明
が
全
く
省
略
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
遺 

:

々
四
西
ニ

+

七
萬
圆
に
過
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、

|

慽
で
あ
る
。
又
、『

地
方』

4
對
す
る
別
名
ミ
し
て『

道 

:•
:

!

:

大
诳
四
年
度
に
は
2
;«
'

三
千
六

f

w

A

十
八

-

蔺
圓
に
膨
脹

"

府
縣』
な
る
文
字
を
用
ゐ
た
る

®

所
^

單
に『

府
M

』

s

 

:

し
て
ゐ
る
。
而
か
も
其
大
部
分
ば
都
市
の
■營
利
事
業
の

;

'

云
へ
る
處
も
あ
る
が
、
此
用
語

.

の
不

j

統
は
讀
者

R

誤 

經
營
の
爲
め
に
慕
集
せ
ち
れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、

解
を
與
へ
る
處
な
し
ど
云
ひ
難
ぃ
。
次
に
第
五
十
5
貝 

地
方
偾
の
激
堦
は
必
す

.

し
も
1

ふ
‘

る
に
足
ら

.

す

と

論

斷

に

は

數

年

度
.

の
遨
1:

縣
歲
出
の
內

_

を
1
駆
费
目
別
に

示
し
て
あ
る
も
、
各
年
度
の
總t

を
揭
げ
て
居
な
い
が 

試
み
に
各
年
度
に
就.き
て
諸
«

目
を
合
計
し
て
見
る̂

 

第
五
十
頁
に
揭
げ
て
あ
る
府
縣
費

(

遒
府
縣
？)

の
合
計 

i

一
；致
し
な
い
。
若
し
へ

T

府
縣
费』

；が
前
記『

遨
府
縣： 

，费』

，，
の
合
計
ょ
6

も
少
額
: ^
^

は

、

五

十

頁

の

‘

『

府

縣| 

薇』

は
北
海
道
锻
を
除
き
た
る
も
の
，で
あ
る
ビ
も
解
し
、1 

得
6

る
、
も
、
事
實
は
之
に
反
し
て
、--
..I

十
五
年
度
を.

\ 

除
き
て
は
、各
年
度
に
於
け
る『

府
縣
费』

は

『

道

府

縣\ 

费』

の
總
計
ょ
り
も
稍
々
多
額
に
上.つ
て
ゐ
る
。
著
激i

 

は
此
不T

致
に
對
し
て
何
等0
說
明
を
加
へ
て
ゐ
な
い
一 

最
後
に
？
五

十一

頁
に
示
知
る
郡
费
€

他
0

地

方

費
1 

と
.の
關
係
に
對
す
る
著
溝
の
說
明
は
聊
か
不
徹
底
の
嫌

I 

が
あ
る
。
，
而
か
も
此
等
の
瑕
琏
は
本
書
の
憤
値
を
減
損
：
1 

す
る
の
程
度
の
も
の
で
は
な
い。
f

に
、
吾
人
は
地 

方
財
政U

趣
味
を
有
す
る
讀
者
に
此
良
參
考
書
を
推
擧 

す
る
こ
と
^

滕
^

せ
さ
る
^
^の
で
あ
る
。
：

'

第
十
二
卷
，

(

七
0

3)

批
.
評

と

紹

介


